
高木地域におけるデマンド型乗合タクシーの改善について 

 

１ 高木地域デマンド型乗合タクシーの現状（別添チラシ参照）  

事業開始 令和２年３月～ 

事業手法 道路運送法第４条に基づく一般乗合旅客自動車運送事業 

運行事業者 姫路タクシー株式会社 

運行曜日 

（運行時間） 

火曜・金曜 

(10時台・11時台・12時台・13時台) 

使用車両 
５人乗り事業用車両 

（一般乗用旅客自動車運送事業の事業用車両と併用） 

予約方法 各運行時間の 1時間前まで 

基本料金 1人の場合 400円/回  ２人以上の場合 200円/回 

 

２ 改善内容 (令和８年４月１日より実施) 

更なる利便性の向上を図り、利用促進を図るため、運行内容を変更するもの。 

 （予約受付時間の改善） 

・各運行時間台の 30分前まで予約受付を可能とする。 

  

報告資料２ 



(参考)利用実績 

 令和７年 12月までの利用実績

 

 

（参考図）運行エリア図 

 

高木・小川エリア 


